
賃貸借契約書（案） 

 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター（以下「甲」という。）と        （以下「乙」

という。）とは、エンサイトシステム 1式（以下「機器」という。）賃貸借に関し、次の通り契約を

締結する。 

 

契約条件 １．対象施設名：国立研究開発法人 国立循環器病研究センター  

２．対象機器総称名：エンサイトシステム（付属品含む） 

３．契約期間：令和 8年 8月 1日～令和 10年 7 月 31 日 

４．特記事項：特になし 

 

（総則） 

第１条 甲と乙間において機器の賃貸借契約（以下「レンタル契約」という。）について甲乙間に

別途の取り決めがない限り、本レンタル契約の規定を適用する。 

 

（レンタル料金） 

第２条 総額：￥ ．－ 

（うち消費税額及び地方消費税額 ￥．－） 

 月額：￥ ．－ 

（うち消費税額及び地方消費税額 ￥．－） 

上記消費税等額は、平成２８年１１月２８日法律第８５号及び８６号の規定により令和

元年１０月１日から改正された消費税法第２８条第１項及び第２９条、並びに地方税法第

７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき契約金額に１１０分の１０を乗じて得

た額である。 

 

（支払の時期および方法） 

第３条  乙は、毎月末に当月のレンタル料金を、甲に対して適法な支払い請求書をもって請求す

るものとする。 

   ２．甲は、当該月の請求額について、当該月末締め翌々月末日（支払日が土・日曜日または

祝日に当たる時は、その日に最も近い休日でない前日）までに乙の指定する口座へ銀行

振り込みをもって支払うものとする。 

 

（輸送費用） 

第４条  機器の引渡し、返却に関する費用は乙の負担とする。 

 

（引渡し） 

第５条 甲は、機器の搬入完了後直ちに現品を確認し、本体及び付属品に不備のある時は、すみ



やかに乙に連絡するものとする。連絡のない場合は、搬入時に引渡しが完了したものと

する。 

   ２．乙は機器の納入・回収にあたっては、別に定める項目を遵守し、事故防止に努めるもの

とする。 

 

（消耗品） 

第６条  甲は、機器の使用に必要な消耗品は、指定されている物を使用するものとする。 

   ２．機器を使用する上で必要な消耗品はレンタル料には含まれず、甲は別途購入するものと

する。 

 

（機器の使用） 

第７条 甲は機器及びその付属品を、その使用説明に従い、善良なる管理者の注意をもって、適

切に使用する責任を負うものとする。 

２．甲が前項に違反し、それにより乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し損害を賠償する責

任を負うものとする。 

 

（保証） 

第８条 レンタル期間中、機器が所定の説明書通り正常に作動しない時は、乙はこれを点検修理

するものとする。但し、所定の説明書通りの使用法、若しくは正常な稼動環境及び条件

で使用されていなかった場合、またはその他甲の責にかえすべき事由によると認められ

る場合は、当該修理費用は両者協議の上負担するものとする。 

 

（機器の点検・保守） 

第９条  乙は、甲が機器を正常に使用出来る様、メーカーの指導に従い点検・保守を行った機器

を納品するものとする。 

２．甲は、機器の日常点検を取扱説明書に記載されている通りに行うものとする。 

３．乙は、機器の故障その他の作動停止等については、必要に応じて、その保守または修理

を無償で行なう。また、機器の修理に代え、同種同等の機器を代替品として設置するこ

とができる。但し、甲の故意若しくは過失によって、修理又は調整の必要が生じたとき

は、それらの修理費、調整費は全額甲の負担とする。 

４．甲は、火災、地震、水害、落雷などの天災によって生じた故障・損傷を原状に復するた

めの費用の全額を乙に支払うものとする。 

５．乙は、あらかじめ甲に通知の上、機器の設置場所に立ち入り、機器の保管、使用状況に

ついて検査し、定期点検、保守点検を行うことができる。またこの際、乙が指定する業

者に再委託出来るものとする。 

 

（転貸・譲渡の禁止） 

第１０条 機器の所有権は乙に属し、甲は、機器の転貸、譲渡、質権または譲渡担保権の設定等の



処分をしないものとする。 

   ２．乙は、機器に乙の所有権を明示すること。 

 

（返却） 

第１１条 レンタルの返却時には、甲は、消耗品以外の付属品に不足のないことを確認するものと

する。また機器に故障等ある時は、必ず乙に通知するものとする。返却時に、甲の責に

帰すべき事由により、機器またはその付属品に滅失、故障等ある場合は、乙はその修理

又は付属品の補充に要する費用を甲に請求するものとする。 

 

（守秘義務） 

第１２条 乙は、本契約に係る業務を遂行するうえで知り得た甲及び使用者の秘密を他人に漏らし

てはならない。 

 

（レンタル契約の解除） 

第１３条 甲が次の各号の一つに該当するに至った場合は、文書による通知をもってレンタル契約

を解除することができる。 

（１）甲がレンタル契約条項に違反した場合。または、甲がレンタル料金の支払いを一回

以上遅滞した場合。 

（２）甲の営業の休止、廃止、破産、解散、または、甲が他の債務のため強制執行、競売

の申し立てを受け、または、破産、和議、会社整理、会社更正等の申し立てがあっ

た場合。 

（３）甲が支払停止、支払不能に陥った場合、または甲が手形、小切手を不渡りした場合。 

（４）甲がレンタル契約の途中解約を希望する場合。 

 

（協議） 

第１４条 本契約に定めのない事項及び解釈上の疑惑を生じた事項については、甲乙互いに誠意を

持って協議し、その解決にあたるものとする。 

 

（談合等の不正行為に係る契約の解除） 

第１５条 本契約期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、この契約を解除すること

ができる。 

２．乙が、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は同法第１９８条の規定による

刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起され

たときを含む。）。 

３．私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下独占

禁止法という。）第４９条第１項の規定による排除措置命令もしくは同法第５０条第１項

の規定による課徴金納付命令がなされたとき。 

 



（談合等の不正行為に係る損害賠償の予定） 

第１６条 本契約に関し、乙は、この契約によって次の各号のいずれかに該当するときは、甲がこ

の契約を解除するか否かを問わず、違約金として当該契約金額の１００分の１０に相当

する金額を甲に納付しなければならない。 

      なお、単価契約の場合については、契約単価に契約期間全体の予定数量を乗じた支払

総金額の１００分の１０に相当する金額とする。 

（１）前条第１号の刑又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規

定する刑が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第４９条第１項の規定による排除措置命 

令を行い、同法第４９条第７項の規定により当該命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第５０条第１項の規定による課徴金納付

命令を行い、同法第５０条第５項の規定により当該命令が確定したとき。 

（４）公正取引委員会が、乙に対して行った命令に対し、乙が独占禁止法第４９条第６項

又は第５０条第４項の規定による審判の請求について同法第６６条による審決で請

求却下又は請求棄却が確定したとき。 

（５）公正取引委員会が、独占禁止法第７条の２第１３項又は第１６項の規定に基づき、

課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

２．前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 

３．第１項の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える

場合に甲は、その超過分について損害賠償を請求することができる。 

 

（個人情報保護） 

第１７条 乙は、本契約の業務の履行にあたっては、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年

法律第５９号）を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないように個人情報（個人

に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの、又は他の情報と容易に照合する

ことができ、それにより特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。）の取扱いを適

正に行うものとする。 

２．乙は、個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必

要な措置を講じなければならない。 

３．乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、本契約による業務を処理するために個人情

報を保有するときは、本契約の利用目的以外に使用しない。本契約が終了し、又は解除

された後においても同様とする。 

４．甲は、乙が実施する安全管理措置について、乙の報告を求めることができるものとする。

また、乙の個人情報の取扱いに疑義が生じた場合は、乙に説明を求め、必要に応じて改

善を求めることができるものとする。 

５．乙は、甲から提供される個人情報の引渡し及び保管について、その取扱者を制限する。 

６．乙は、甲の承認があるときを除き、本契約による業務を処理するために甲から引き渡さ

れた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製等してはならない。 



７．乙は、本契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資

料等を業務完了後速やかに甲に返還するとともに、自ら収集し、若しくは作成した個人

情報については破棄するものとする。ただし、法令等に定めのある場合はこの限りでは

ない。 

８．乙は、本契約を履行するにあたり第三者（再委託先）に個人情報を開示する必要がある

場合、事前に甲に書面による承諾を得るものとし、本契約における乙の義務と同等の義

務を再委託先に課すとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、再委託先に対する

必要かつ適切な監督を行うものとする。 

９．乙は、個人情報の盗難、紛失、漏洩等の事故が生じ、又は生じるおそれがあること知っ

たときは、速やかに甲に通知するとともに、その解決のための対応を早急に行わなけれ

ばならない。 

１０．甲は、乙が本契約の内容に違反して甲の機密を侵害したと認めたときは、この契約を解

除できる。また乙は、甲及び個人の権利利益を侵害された第三者に対して損害賠償義務

を負うものとする。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 

１１．その他、個人情報の保護に必要と認められる事項については、甲乙協議して定めるもの

とする。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第１８条 乙は、本契約の履行にあたり、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明する。 

２．本契約締結後に、乙が反社会的勢力であることが判明した場合及び反社会的勢力が直接又は間接的

に乙を支配するに至った場合には、甲は、契約を解除することができる。 

３．第１項又は第２項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙に生じた損害について、甲は何ら賠

償することを要しないものとする。 

 

（契約言語） 

第１９条 本契約は日本語で作成される。本契約を日本語以外に翻訳したものは、英語版、その他の言

語版も含めて参考資料にとどまるものとし、本契約の解釈に疑義が生じた場合には、全て本契約に

記載の日本語によってのみ解釈される。 

 

（準拠法） 

第２０条 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第２１条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 

（紛争の解決方法） 

第２２条 この契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 



 

 

（補則） 

第２３条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。 

 

本契約の締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自１通を保有する。 

 

 

令和 8年 月 日 

 

 

 

甲   大阪府吹田市岸部新町６番１号 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

理事長   大津 欣也 

 

 

 

乙    

 

 

 


